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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

試薬協会（JRA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS K 8267:1996 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，平成 26 年 9 月 19 日までの間は，工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS K 8267:1996 によることができる。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 K 8267：2014 
 

ぎ酸ナトリウム（試薬） 
Sodium formate (Reagent) 

HCOONa  FW：68.01 
序文 

この規格は，1952 年に制定され，その後 5 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 1996 年に

行われたが，その後の試験・研究開発の進歩などに対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，試薬として用いるぎ酸ナトリウムについて規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0068 化学製品の水分測定方法 

JIS K 0113 電位差・電流・電量・カールフィッシャー滴定方法通則 

JIS K 0116 発光分光分析通則 

JIS K 0121 原子吸光分析通則 

JIS K 0970 ピストン式ピペット 

JIS K 1107 窒素 

JIS K 8001 試薬試験方法通則 

JIS K 8005 容量分析用標準物質 

JIS K 8042 アニリン（試薬） 

JIS K 8085 アンモニア水（試薬） 

JIS K 8102 エタノール（95）（試薬） 

JIS K 8136 塩化すず（II）二水和物（試薬） 

JIS K 8150 塩化ナトリウム（試薬） 

JIS K 8155 塩化バリウム二水和物（試薬） 

JIS K 8180 塩酸（試薬） 

JIS K 8223 過塩素酸（試薬） 

JIS K 8284 くえん酸水素二アンモニウム（試薬） 

JIS K 8355 酢酸（試薬） 

JIS K 8377 酢酸ブチル（試薬） 


